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１
／
問
題
の
所
在

江
戸
期
に
お
い
て
浄
土
宗

（
１
）

と
真
宗

（
２
）

の
間
で
は
、
法
然
浄
土
教
の
正
統
を
め
ぐ
っ
て
盛
ん
な
教
義
論
争
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
の

論
争
は
近
代
以
降
の
思
潮
の
変
化
に
伴
い
、
過
渡
的
・
前
時
代
的
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
く
の
検
討
課
題
を
残
し

た
ま
ま
今
日
へ
と
至
っ
て
い
る
。

先
行
研
究
で
は
近
世
の
浄
土
宗
・
真
宗
間
の
論
争
に
つ
い
て
「
論
争
の
発
生
原
因
の
ほ
と
ん
ど
が
浄
土
宗
側
の
論
難
に
よ
る
も
の
で
あ

る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
指
摘
に
つ
い
て
、各
論
争
の
内
容
お
よ
び
発
生
過
程
を
再
考
察
し
、検
討
・
反
証
を
行
い
た
い
。

《
江
戸
期
に
お
け
る
浄
土
宗
と
真
宗
の
論
争
》

①
『
聖
徳
太
子
日
本
国
未
来
記
』
を
め
ぐ
る
論
争

慶
安
元
（
一
六
四
八
）
年
、
四
天
王
寺
の
宝
物
庫
よ
り
発
見
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
『
聖
徳
太
子
日
本
国
未
来
記
』
に
お
け
る
真

宗
・
親
鸞
批
判
が
き
っ
か
け
で
発
生
し
た
論
争
。

一

江
戸
期
に
お
け
る
浄
土
宗
と
真
宗
の
論
争

―
― 

論
争
の
発
端
に
つ
い
て 

―
―

星
　

俊

明
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②
『
親
鸞
邪
義
決
』
を
め
ぐ
る
論
争

寛
文
初
め
頃
（
一
六
六
一
）
に
流
布
し
た
『
親
鸞
邪
義
決
』
に
お
け
る
親
鸞
を
一
念
義
の
法
流
（
＝
邪
義
）
と
す
る
記
述
が
き
っ

か
け
で
発
生
し
た
論
争
。

③
『
翼
賛
遺
事
』
を
め
ぐ
る
論
争

享
保
年
間
（
一
七
三
〇
頃
か
）
に
浄
土
宗
の
義
山
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
『
翼
賛
遺
事
』
に
お
け
る
親
鸞
を
一
念
義
の
法
流
と
す
る

記
述
が
き
っ
か
け
で
発
生
し
た
論
争
。

④
『
円
戒
念
仏
一
致
章
』
を
め
ぐ
る
論
争

享
保
一
五
（
一
七
三
〇
）
年
に
真
宗
の
祐
應
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
『
円
戒
念
仏
一
致
章
』
に
お
け
る
浄
土
宗
の
円
頓
戒
に
対
す
る

批
判
が
き
っ
か
け
で
発
生
し
た
論
争
。

⑤
『
茶
店
問
答
』
を
め
ぐ
る
論
争

明
和
五
（
一
七
六
八
）
年
に
真
宗
の
秀
円
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
『
茶
店
問
答
』
に
お
け
る
浄
土
宗
批
判
が
き
っ
か
け
で
発
生
し
た

論
争
。

⑥
「
宗
名
論
争
」

安
永
三
（
一
七
七
四
）
年
に
真
宗
側
か
ら
寺
社
奉
行
に
提
出
さ
れ
た
「
浄
土
真
宗
」
と
い
う
公
称
を
願
い
出
る
『
口
上
書
』
が
き
っ

か
け
で
発
生
し
た
論
争
。

⑦
「
大
日
比
宗
論
」

文
化
八
（
一
八
一
一
）
年
、
真
宗
門
徒
の
中
野
玄
蔵
が
『
専
修
念
仏
自
得
抄
』
を
著
し
て
浄
土
宗
の
法
岸
に
批
判
を
行
っ
た
こ
と

が
き
っ
か
け
で
発
生
し
た
論
争
。

二
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《
主
な
先
行
研
究（

３
）》

杉
紫
郎
氏
「
真
宗
対
浄
土
宗
宗
論
史
の
梗
概
」（
一
九
一
一

（
４
）

）

結
城
令
聞
氏
「
宗
論
と
本
派
宗
学
」（
一
九
八
二

（
５
）

）

坪
井
俊
映
氏
「
浄
土
宗
と
真
宗
と
の
論
争
」（
一
九
八
二

（
６
）

）

深
川
宣
暢
氏
「
親
鸞
思
想
批
判
論
の
研
究
―
―
『
教
行
信
証
破
壊
論
』
の
考
察
―
―
」（
一
九
九
五

（
７
）

）、「
真
宗
に
お
け
る
宗
論
の
研
究

―
―
浄
土
宗
と
の
諍
論
―
―
」（
一
九
九
七

（
８
）

）

江
戸
期
に
お
け
る
浄
土
宗
と
真
宗
の
論
争
に
関
す
る
先
行
研
究
の
嚆
矢
は
杉
紫
郎
氏
（
一
九
一
一
）
で
あ
り
、
氏
は
ほ
ぼ
時
系
列
順
に

各
論
争
の
概
観
、
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
以
後
、
浄
土
宗
学
の
立
場
か
ら
は
坪
井
俊
映
氏
（
一
九
八
二
）
が
、
真
宗
学
の
立
場
か
ら
は
結

城
令
聞
氏
（
一
九
八
二
）
や
深
川
宣
暢
氏
（
一
九
九
五
、一
九
九
七
）
が
研
究
を
行
い
、
杉
氏
が
取
り
上
げ
な
か
っ
た
史
料
を
指
摘
す
る

な
ど
し
て
論
争
史
を
よ
り
明
確
に
し
て
い
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
坪
井
氏
は
次
の
よ
う
に
も
指
摘
し
て
い
る
。

昭
和
二
十
年
の
敗
戦
に
よ
っ
て
日
本
の
社
会
は
大
き
く
変
貌
し
、
天
皇
制
中
心
の
封
建
社
会
は
崩
壊
し
て
、
民
主
主
義
自
由
主
義
の

時
代
と
な
っ
た
。
仏
教
研
究
の
方
向
も
大
き
く
変
わ
り
、
祖
師
と
一
般
民
衆
、
民
衆
の
中
に
お
け
る
祖
師
の
研
究
が
盛
ん
と
な
り
、

従
来
、浄
土
宗
と
真
宗
と
が
盛
ん
に
論
争
し
た
法
然
門
下
に
お
け
る
聖
光
と
親
鸞
の
地
位
に
関
す
る
傍
正
、正
異
の
問
題
と
は
異
な
っ

て
、
親
鸞
の
日
本
浄
土
教
思
想
史
上
に
お
け
る
地
位
に
つ
い
て
、
新
し
い
考
え
が
真
宗
学
者
お
よ
び
日
本
仏
教
研
究
者
の
中
よ
り
唱

え
出
さ
れ
た
の
で
あ
る

（
９
）

。

坪
井
氏
の
指
摘
通
り
、
思
潮
の
変
化
に
伴
い
、
近
世
に
お
け
る
論
争
は
今
日
に
お
け
る
問
題
と
は
殆
ど
縁
遠
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
研
究
に
お
い
て
も
関
心
が
薄
ま
り
、
様
々
な
検
討
課
題
を
残
し
た
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
現
状

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
問
題
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

三
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　《
先
行
研
究
に
お
け
る
論
争
の
発
端
に
つ
い
て
の
言
及
》

深
川
氏
は
、
江
戸
期
に
お
け
る
浄
土
宗
と
真
宗
の
論
争
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る）

11
（

。

（1）
真
宗
と
浄
土
宗
の
宗
論
の
ほ
と
ん
ど
は
、
浄
土
宗
か
ら
起
こ
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（2）
多
く
は
浄
土
宗
鎮
西
派
と
の
諍
論
で
あ
る
こ
と
。

（1）
全
体
的
に
浄
土
宗
門
内
の
縄
張
り
争
い
の
様
相
が
見
え
る
こ
と
。

（4）
歴
史
と
と
も
に
、
宗
風
・
行
儀
に
対
す
る
論
難
か
ら
教
義
・
安
心
の
論
争
に
移
行
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
。

（5）
教
義
論
争
の
基
本
は
他
力
義
・
回
向
義
に
あ
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
。

（1）
主
題
は
「
一
念
・
多
念
」、「
来
迎
・
不
来
迎
」、「
三
経
（
願
海
）
真
仮
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
集
約
で
き
る
こ
と
。

こ
の
深
川
氏
の
指
摘
の
中
で

（1）
～

（1）
に
関
し
て
異
議
は
な
い
が
、「

（1）
真
宗
と
浄
土
宗
の
宗
論
の
ほ
と
ん
ど
は
、
浄
土
宗
か
ら
起
こ
さ

れ
て
い
る
こ
と
」
と
い
う
見
解
に
は
賛
同
し
が
た
い
。
深
川
氏
は
、
こ
の
論
考
に
お
い
て
基
本
的
に
杉
氏
の
研
究
を
継
承
し
て
お
り
、
そ

れ
に
従
っ
て
論
争
の
発
端
と
な
っ
た
書
物
を
挙
げ
て
い
る
。

そ
の
中
で
は
浄
土
宗
側
に
発
端
を
求
め
る
も
の
と
し
て
①
『
聖
徳
太
子
日
本
国
未
来
記
』、②
『
親
鸞
邪
義
決
』、③
『
翼
賛
遺
事
』、⑦
「
大

日
比
宗
論
」
を
あ
げ
る
ほ
か
、
真
宗
批
判
が
行
わ
れ
て
い
る
書
物
と
し
て
『
選
択
集
文
前
講
義
』『
挫
僻
打
摩
編
』『
吉
水
清
濁
弁
』
の
三

書
を
示
し
て
い
る
。
一
方
、
真
宗
側
に
発
端
を
求
め
る
も
の
と
し
て
は
わ
ず
か
に
⑤
『
茶
店
問
答
』
を
挙
げ
る
の
み
で
あ
る
。

そ
の
『
茶
店
問
答
』
に
関
し
て
も
深
川
氏
は
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

浄
土
宗
と
真
宗
の
間
の
宗
論
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
浄
土
宗
の
側
か
ら
起
こ
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
が
、
例
外
的

に
真
宗
側
か
ら
始
ま
っ
た
宗
論
が
、
次
の
『
茶
店
問
答
』
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
論
争
で
あ
る
。
―
中
略
―
本
書
は
本
来
は
平
易
に
真

宗
を
説
く
の
が
目
的
で
あ
っ
て
、
も
と
も
と
浄
土
宗
を
論
難
す
る
意
図
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
著
者
が
住
所
と
す
る
小

石
川
に
は
鎮
西
派
・
聖
冏
が
開
い
た
伝
通
院
が
存
在
す
る
し
、
ま
た
自
宗
が
正
流
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
宗
風
に
は
理
由
が
あ
る
こ

四
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五

と
を
示
せ
ば
、
お
の
ず
か
ら
浄
土
宗
を
貶
す
る
こ
と
と
な
っ
て
、
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
つ
い
に
浄
土
宗
側
か
ら
『
茶
店
問
答
弁

訛
』
二
巻
お
よ
び
『
付
録
』
一
巻
が
出
さ
れ
る
に
至
っ
た）

11
（

。

氏
は
『
茶
店
問
答
』
は
論
難
を
意
図
し
た
書
物
で
は
な
か
っ
た
と
評
す
る
。
氏
の
説
に
従
え
ば
、
近
世
に
お
け
る
論
争
は
ほ
と
ん
ど
浄

土
宗
に
よ
る
一
方
的
な
論
難
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
真
宗
側
は
そ
の
被
害
者
の
よ
う
な
印
象
さ
え
受
け
る
。
し
か
し
、
果
た
し
て
本
当

に
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
こ
の
深
川
氏
の
主
張
に
対
し
、
各
論
争
の
発
生
過
程
を
再
検
討
し
、
反
証
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

２
／
各
論
争
の
概
要
と
そ
の
発
生
過
程
に
つ
い
て

２
―
１
／
①
『
聖
徳
太
子
日
本
国
未
来
記
』
を
め
ぐ
る
論
争

先
行
研
究
に
お
い
て
江
戸
期
に
お
け
る
浄
土
宗
と
真
宗
の
最
初
の
論
争
と
さ
れ
て
い
る
の
が
、
こ
の
『
聖
徳
太
子
日
本
国
未
来
記
』
を

め
ぐ
る
論
争
で
あ
る
。

『
聖
徳
太
子
日
本
国
未
来
記
』
は
慶
安
元
（
一
六
四
八
）
年
に
開
板
さ
れ
た
書
物
で
、
奥
書
に
よ
れ
ば
摂
州
四
天
王
寺
の
宝
庫
よ
り
発

見
さ
れ
た
も
の
だ
と
す
る
。
そ
の
題
名
が
記
す
通
り
本
書
は
聖
徳
太
子
に
仮
託
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
慶
安
元
年
以
前
に
も
多
数
の
同
名

の
類
書
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
一
連
の
『
聖
徳
太
子
日
本
国
未
来
記
』
群
に
共
通
す
る
体
裁
と
し
て
は
、
武
家
の
台
頭
に
よ
る
公
家

の
凋
落
、
源
平
の
戦
い
、
元
寇
、
南
北
朝
の
分
裂
な
ど
の
太
子
在
世
よ
り
未
来
に
お
け
る
出
来
事
を
予
言
し
、
そ
れ
ら
世
俗
の
乱
れ
の
原

因
は
仏
教
の
衰
退
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
嘆
き
、
仏
法
の
再
興
を
願
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

慶
安
元
年
刊
の
本
書
の
最
大
の
特
徴
は
、
仏
教
衰
退
の
原
因
と
し
て
具
体
的
に
時
宗
の
一
遍
、
日
蓮
宗
の
日
蓮
、
真
宗
の
親
鸞
の
三
師

の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
批
判
が
行
わ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
一
遍
、
日
蓮
の
両
師
に
関
し
て
は
紙
数
の
都
合
上
割
愛
す
る
が
、
親
鸞
に
関
す
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る
批
判
は
次
の
七
点
で
あ
る）

12
（

。

一
、
諸
仏
を
信
ぜ
ず
も
っ
ぱ
ら
一
仏
を
信
じ
る
。
二
、
諸
法
を
修
せ
ず
偏
に
一
法
を
行
ず
。
三
、
諸
僧
を
供
養
せ
ず
自
作
の
法
師
に
帰

依
し
供
養
す
る
。
四
、
黒
衣
を
着
さ
ず
鼠
毛
の
白
衣
を
整
え
る
。
五
、
戒
律
を
受
持
せ
ず
女
犯
を
許
す
。
六
、
斎
食
を
行
ぜ
ず
肉
食
を
し
、

仏
寺
を
汚
し
神
社
を
穢
す
。
七
、
俗
男
俗
女
を
集
め
て
亡
者
を
弔
う
。

以
上
の
よ
う
な
批
判
が
き
っ
か
け
と
な
り
、本
書
に
対
し
て
慶
安
二（
一
六
四
九
）年
に『
聖
徳
太
子
日
本
国
未
来
記
破
誤
』（
著
者
不
明
）

が
著
さ
れ
、
ま
た
同
年
に
真
宗
の
宗
信
が
『
止
啼
集
』
を
、
そ
の
後
に
成
立
年
は
不
明
で
あ
る
が
同
じ
く
真
宗
の
宗
徳
が
『
未
来
記
一
槌
』

を
著
し
て
い
る
。

『
聖
徳
太
子
日
本
国
未
来
記
破
誤
』
は
一
遍
、
日
蓮
、
親
鸞
の
三
師
に
対
す
る
批
判
す
べ
て
に
反
論
を
行
っ
て
お
り
、『
止
啼
集
』、『
未

来
記
一
槌
』
は
親
鸞
に
対
す
る
批
判
の
み
に
対
し
て
反
論
し
て
い
る
。
さ
ら
に
次
節
に
て
取
り
上
げ
る
『
親
鸞
邪
義
決
之
虚
偽
決
』
や
『
刓

謗
録
』
も
『
聖
徳
太
子
日
本
国
未
来
記
』
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
と
く
に
『
刓
謗
録
』
が
「『
聖
徳
太
子
日
本
国
未
来
記
』
の
作
者

は
浄
土
宗
徒
（
鎮
西
派
）
で
あ
る
」
と
断
定
し
た
こ
と
は
、
先
行
研
究
が
本
論
争
を
江
戸
期
に
お
け
る
最
初
の
論
争
と
し
て
位
置
づ
け
た

要
因
の
一
点
と
考
え
ら
れ
る
。

も
う
一
点
の
要
因
は
『
聖
徳
太
子
日
本
国
未
来
記
』
の
批
判
対
象
の
三
師
が
、
浄
土
宗
の
傍
流
で
あ
る
時
宗
を
興
し
た
一
遍
や
、
真
宗

を
興
し
た
親
鸞
、
法
然
に
対
す
る
批
判
者
で
あ
り
安
土
宗
論）

11
（

や
武
城
問
答）

14
（

で
の
軋
轢
も
あ
る
日
蓮
宗
の
日
蓮
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
批
判
者

を
浄
土
宗
徒
で
あ
る
と
見
做
す
の
が
自
然
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
だ
ろ
う）

15
（

。

た
だ
し
次
節
に
お
い
て
詳
し
く
触
れ
る
が
、『
刓
謗
録
』
の
記
述
へ
無
批
判
に
信
頼
を
置
く
こ
と
に
関
し
て
は
問
題
が
あ
る
。
ま
た

『
聖
徳
太
子
日
本
国
未
来
記
』
に
お
け
る
批
判
対
象
の
三
師
は
内
容
を
見
る
と
、「
一
遍
…
…
堕
地
獄
道）

11
（

」「
日
蓮
…
…
堕
餓
鬼
道）

17
（

」「
親
鸞

…
…
堕
畜
生
道）

11
（

」
と
し
て
必
ず
し
も
並
列
的
に
は
扱
っ
て
い
な
い
こ
と
が
判
る
。
い
ず
れ
も
「
堕
三
悪
道
の
教
え
で
あ
る
」
と
い
う
批
判

に
は
違
い
な
い
が
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
よ
う
に
分
類
す
る
以
上
、
そ
の
最
大
の
批
判
対
象
は
一
遍
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
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一
遍
が
最
大
の
批
判
対
象
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
浄
土
宗
徒
と
み
な
さ
れ
る
著
者
が
、
日
蓮
や
親
鸞
を
差
し
置
い
て
、
両
教
団
史
上

で
特
に
目
立
っ
た
問
題
も
起
き
て
い
な
い
時
宗
の
一
遍
を
、
そ
の
よ
う
に
批
判
す
る
理
由
に
つ
い
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
『
聖
徳
太
子
日
本
国
未
来
記
』
の
批
判
内
容
は
、
三
師
を
祖
と
す
る
時
宗
・
日
蓮
宗
・
真
宗
が
特
徴
と
す
る
一
行
専
修
・
一
仏

帰
依
と
い
う
思
想
や
、伝
統
教
団
か
ら
す
れ
ば
異
質
と
も
い
え
る
宗
風
に
批
難
が
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

特
に
前
者
の
批
判
内
容
は
法
然
の
選
択
本
願
念
仏
説
を
継
承
す
る
浄
土
宗
教
団
に
も
他
人
事
で
は
な
い
問
題
で
あ
り
、
果
た
し
て
こ
う
し

た
内
容
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
批
判
者
を
浄
土
宗
の
徒
と
限
定
し
て
も
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
問
題
に
関
し
て
は
『
聖
徳
太
子
日
本
国
未
来
記
』
に
対
す
る
各
反
駁
書
の
内
容
考
察
と
も
合
わ
せ
て
ま
た
別
稿
に
て
論
じ
た

い
と
思
う
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
『
聖
徳
太
子
日
本
国
未
来
記
』
を
無
批
判
に
「
浄
土
宗
に
よ
る
論
難
」
と
見
做
す
指
摘
に
は
些
か
問

題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

２
―
２
／
②
『
親
鸞
邪
義
決
』
を
め
ぐ
る
論
争
に
つ
い
て

『
聖
徳
太
子
日
本
国
未
来
記
』
に
続
く
論
争
と
し
て
、『
親
鸞
邪
義
決
』
を
め
ぐ
る
論
争
が
あ
る
。

寛
文
初
め
頃
（
一
六
六
一
）
に
流
布
し
た
『
親
鸞
邪
義
決
』
は
現
存
し
て
い
な
い
。
周
辺
資
料
よ
り
内
容
を
窺
う
限
り
、
法
然
伝
の
一

つ
で
あ
る
『
法
然
上
人
伝
記
』（
通
称
『
九
巻
伝
』）
の
「
一
念
義
停
止
事
」
と
内
容
が
一
致
す
る
こ
と
が
判
る
。
た
だ
し
本
書
は
『
九
巻

伝
』「
一
念
義
停
止
事
」
に
お
け
る
、

成
覺
坊
の
弟
子
善
心
坊
と
い
へ
る
僧
。
越
後
国
に
し
て
専
此
一
念
義
を
立
け
る
に）

19
（

と
い
う
一
節
の
「
善
心
坊
」
の
下
に
「
親
鸞
」
の
二
字
を
加
え
て
「
善
心
坊
親
鸞）

21
（

」
と
し）

21
（

、
親
鸞
こ
そ
が
一
念
義
の
弘
通
者
で
あ
る
と

主
張
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

本
書
に
対
し
寛
文
二
（
一
六
六
二
）
年
に
真
宗
の
帰
郷
子）

22
（

に
よ
る
『
親
鸞
邪
義
決
之
虚
偽
決
』
が
反
駁
書
と
し
て
著
さ
れ
て
お
り
、
ま

た
寛
文
四
（
一
六
六
四
）
年
に
は
、
同
じ
く
真
宗
の
市
隠
子）

21
（

に
よ
り
『
刓
謗
録
』
が
、
半
世
紀
ば
か
り
遅
れ
て
正
徳
六
（
一
七
一
六
）
年
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に
は
真
宗
の
九
々
老
衲）

24
（

に
よ
り
『
真
宗
流
義
問
答
』
が
反
駁
書
と
し
て
著
さ
れ
て
い
る
。

『
親
鸞
邪
義
決
』
の
著
者
は
不
明
で
あ
る
が
こ
の
三
つ
の
反
駁
書
は
作
者
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
り
、『
刓
謗
録
』
に
よ
れ
ば
、

邪
義
決
・
未
来
記
等
為
二
偽
書
一
。
―
中
略
―
謂
是
鎮
西
派
下
之
僧
也）

25
（

。

と
し
て
『
親
鸞
邪
義
決
』
も
先
出
の
『
聖
徳
太
子
日
本
国
未
来
記
』
も
浄
土
宗
鎮
西
派
の
僧
の
作
で
あ
る
と
す
る
。
一
方
『
親
鸞
邪
義
決

之
虚
偽
決
』
は
、

作
二
親
鸞
邪
義
決
一
者
。
未
レ
知
何
人
一
也
。
然
城
北
佛
子
曰
。
深
信
二
親
鸞
邪
義
決
一
。
而
廣
布
二
於
郷
黨
州
閭
一
者
。
其
只
西
山
浄
土

之
僧
也）

21
（

。

と
し
て
作
者
は
未
詳
と
す
る
も
の
の
、
こ
の
書
を
深
く
信
じ
流
布
し
て
い
る
の
は
浄
土
宗
西
山
派
の
僧
で
あ
る
と
述
べ
る
。
ま
た
『
真
宗

流
義
問
答
』
は
、

真
宗
ヲ
恣
ニ
謗
ル
。
ソ
ノ
証
拠
ト
ス
ル
書
物
ハ
邪
義
決
ト
イ
フ
偽
書
ナ
リ
。
是
ハ
寛
文
年
中
ニ
。
紀
州
ノ
総
持
寺
ト
イ
フ
西
山
浄
土

宗
ノ
寺
ヨ
リ
巧
出
タ
ル
邪
書
ナ
リ
。
―
中
略
―
邪
義
決
返
答
ノ
作
者
帰
郷
子
。
実
名
ハ
玄
覚
坊
ト
イ
ヘ
ル
僧
ナ
リ
。
予
モ
京
都
ニ
テ

ノ
学
友
ナ
リ
シ
ガ
。
其
此
ハ
和
州
吉
野
ノ
辺
ニ
経
徊
セ
ラ
レ
シ
ガ
。
用
事
ア
リ
テ
不
図
故
郷
紀
州
ヘ
帰
寺
セ
ラ
レ
ケ
ル
ニ
。
折
節
彼

邪
義
決
ヲ
見
ラ
レ
テ
。
即
時
ニ
返
破
文
ヲ
カ
カ
レ
シ
ナ
リ）

27
（

。

と
し
て
作
者
を
浄
土
宗
西
山
派
の
僧
と
し
、
出
所
を
江
戸
期
に
お
け
る
西
山
派
の
檀
林
寺
院
の
一
つ
で
あ
る
紀
州
の
総
持
寺
で
あ
る
と
ま

で
断
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
『
親
鸞
邪
義
決
之
虚
偽
決
』
の
作
者
と
知
己
で
あ
る
と
述
べ
、
反
駁
書
執
筆
の
由
来
ま
で
説
明
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
整
理
す
る
と
次
の
通
り
に
な
る
。

『
親
鸞
邪
義
決
之
虚
偽
決
』（
一
六
六
二
）

『
聖
徳
太
子
日
本
国
未
来
記
』 

 

作
者
―
言
及
な
し

『
親
鸞
邪
義
決
』 

 
 

作
者
―
西
山
派

『
刓
謗
録
』（
一
六
六
四
）
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『
聖
徳
太
子
日
本
国
未
来
記
』 

 

作
者
―
浄
土
宗
（
鎮
西
派
）

『
親
鸞
邪
義
決
』 

 
 

作
者
―
浄
土
宗
（
鎮
西
派
）

『
真
宗
流
義
問
答
』（
一
七
一
六）

21
（

）

『
聖
徳
太
子
日
本
国
未
来
記
』 

 

作
者
―
言
及
な
し

『
親
鸞
邪
義
決
』 

 
 

作
者
―
西
山
派

こ
の
通
り『
親
鸞
邪
義
決
』の
作
者
に
つ
い
て
は
二
説
に
分
か
れ
る
。『
刓
謗
録
』の
主
張
に
は
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
、『
真

宗
流
義
問
答
』
は
『
親
鸞
邪
義
決
之
虚
偽
決
』
の
西
山
派
説
を
裏
付
け
る
よ
う
な
記
述
を
残
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
そ
れ
だ
け
で
西
山
派

説
を
認
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
近
世
真
宗
の
聖
教
目
録
で
あ
る
玄
智
『
真
宗
教
典
志
』
は
『
親
鸞
邪
義
決
之
虚
偽
決
』
の
項
目
で
は
、

西
山
派
梶
取
総
持
寺
邪
僧
某
、
作
親
鸞
邪
義
決
一
巻）

29
（

と
し
て
、恐
ら
く
は『
真
宗
流
義
問
答
』の
記
述
を
基
に
西
山
派
説
を
採
用
し
、『
刓
謗
録
』の
鎮
西
派
説
を
退
け
て
い
る
点
は
注
目
し
た
い
。

実
際
の
作
者
は
と
も
か
く
、
少
な
く
と
も
当
時
の
真
宗
側
の
認
識
と
し
て
『
親
鸞
邪
義
決
』
の
作
者
は
西
山
派
僧
と
見
做
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
は
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。

鎮
西
派
と
西
山
派
は
同
じ
法
然
の
流
れ
を
汲
み
、
浄
土
宗
の
名
を
冠
す
る
が
、
当
時
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
、
思
想
体
系
も
教
団
組

織
も
異
な
る
別
個
の
宗
派
で
あ
り
、
混
同
す
る
べ
き
で
は
な
い
。『
親
鸞
邪
義
決
』
が
西
山
派
の
作
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
浄
土
宗
鎮
西

派
教
団
と
真
宗
教
団
の
論
争
と
し
て
語
る
の
は
不
適
切
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、『
聖
徳
太
子
日
本
国
未
来
記
』
を
め
ぐ
る
論
争
も
同
様
で
、

作
者
が
浄
土
宗
徒
、
あ
る
い
は
鎮
西
派
と
も
西
山
派
と
も
判
断
し
得
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
り
、
こ
れ
ら
二
つ
を
も
っ
て
浄
土
宗
か

ら
の
論
難
、
あ
る
い
は
鎮
西
派
か
ら
の
論
難
と
す
る
深
川
氏
の
主
張
は
認
め
が
た
い
の
で
あ
る）

11
（

。
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２
―
３
／
③
『
翼
賛
遺
事
』
を
め
ぐ
る
論
争
に
つ
い
て

江
戸
期
に
お
け
る
論
争
に
お
い
て
、
初
め
て
明
確
に
浄
土
宗
側
か
ら
の
論
難
に
よ
っ
て
発
生
し
た
論
争
と
言
え
る
の
が
こ
の
『
翼
賛
遺

事
』
に
端
を
発
す
る
論
争
で
あ
る
。

『
翼
賛
遺
事
』（
一
七
二
九
）
の
著
者
、
義
山
（
一
六
四
七
～
一
七
一
七
）
は
浄
土
宗
典
籍
の
校
訂
や
、『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
の
注

釈
書
で
あ
る
『
円
光
大
師
行
状
画
図
翼
賛
』（
一
七
〇
三
年
）
の
編
纂
者
と
し
て
知
ら
れ
る
学
僧
で
、
こ
の
『
翼
賛
遺
事
』
は
『
円
光
大

師
行
状
画
図
翼
賛
』
編
纂
後
、
義
山
が
さ
ら
な
る
資
料
収
集
を
行
っ
て
得
た
も
の
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る）

11
（

。

こ
の
『
翼
賛
遺
事
』
の
中
に
一
念
義
の
成
覚
房
幸
西
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
幸
西
と
綽
空
（
親
鸞
）
が
、
建
永

の
法
難
の
折
に
と
も
に
越
後
へ
と
流
罪
と
な
り
、
そ
の
地
で
念
仏
の
興
隆
に
励
む
も
、
や
が
て
二
人
は
捨
戒
し
、
法
然
の
教
え
を
捨
て
た

た
め
に
門
下
か
ら
排
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
記
さ
れ
る
。
そ
の
後
の
幸
西
は
還
俗
し
て
織
田
大
明
神
神
社
に
婿
入
り
し
、
そ
の
十
八
世

の
後
胤
に
あ
た
る
の
が
織
田
信
長
で
あ
る
と
い
う
説
な
ど
が
述
べ
ら
れ
る
が
、
こ
の
説
の
根
拠
と
な
る
史
料
に
つ
い
て
義
山
は
「
右
成
覚

房
嗣
系
者
ハ

出
二
于
津
田
氏
某
之
元
ニ

一
」
と
す
る
の
み
で
定
か
で
は
な
い）

12
（

。

当
然
問
題
と
な
っ
た
の
が
、
綽
空
こ
と
親
鸞
が
幸
西
と
と
も
に
越
後
に
流
罪
と
な
り
、
や
が
て
は
捨
戒
し
法
然
門
下
か
ら
排
さ
れ
た
と

い
う
記
述
で
あ
る
。
こ
の
『
翼
賛
遺
事
』
に
反
論
す
る
も
の
と
し
て
は
、法
霖
（
一
六
九
三
～
一
七
四
一
）
に
よ
る
『
弁
翼
賛
遺
事）

11
（

』（
成

立
年
不
明
）
が
あ
る
。

法
霖
は
真
宗
本
願
寺
派
の
第
四
代
能
化
、
す
な
わ
ち
学
頭
の
立
場
に
あ
り
、
当
時
の
真
宗
を
代
表
す
る
学
僧
で
あ
る
。
こ
の
『
弁
翼
賛

遺
事
』
は
、
義
山
の
主
張
は
事
実
無
根
の
も
の
と
す
る
史
料
批
判
に
中
心
が
置
か
れ
て
い
る
。

こ
の
論
争
に
関
し
て
は
深
川
氏
を
始
め
、
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
通
り
、
浄
土
宗
側
が
発
端
の
論
争
と
す
る
こ
と
に
異
議
を
挟
む
余
地

は
な
い
。
ま
た
『
翼
賛
遺
事
』
の
記
述
の
背
景
に
は
先
の
『
親
鸞
邪
義
決
』
を
め
ぐ
る
論
争
の
影
響
が
あ
る
こ
と
も
疑
い
な
い
だ
ろ
う
。

一
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２
―
４
／
④
『
円
戒
念
仏
一
致
章
』
を
め
ぐ
る
論
争
に
つ
い
て

一
方
、
こ
ち
ら
は
真
宗
側
に
端
を
発
す
る
論
争
で
あ
る
。

真
宗
僧
、
祐
應）

14
（

は
享
保
一
五
（
一
七
三
〇
）
年
に
『
円
戒
念
仏
一
致
章
』
を
著
し
、
浄
土
宗
七
祖
・
聖
冏
の
『
顕
浄
土
伝
戒
論
』
に
対

し
て
、
浄
土
宗
の
円
頓
戒
の
相
承
を
戒
儀
・
戒
法
を
重
視
す
る
「
難
行
自
力
」
の
も
の
で
あ
る
と
批
判
し
た
。
同
書
は
、
真
宗
義
に
お
い

て
「
戒
」
と
は
名
号
の
功
徳
と
し
て
自
然
に
顕
れ
る
も
の
で
あ
り
、
真
実
信
心
の
者
は
持
戒
不
犯
に
執
わ
れ
る
必
要
は
な
く
「
念
仏
こ
そ

が
戒
で
あ
る
」
と
説
く
。
す
な
わ
ち
法
然
に
お
け
る
円
頓
戒
も
こ
の
「
円
戒
念
仏
一
致
の
義
」
と
し
て
相
承
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
親
鸞

す
な
わ
ち
真
宗
こ
そ
が
そ
の
正
意
を
正
し
く
酌
む
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

こ
れ
対
し
て
浄
土
宗
よ
り
反
論
を
行
っ
た
の
が
天
台
と
の
即
心
念
仏
義
に
関
す
る
論
争）

15
（

で
も
知
ら
れ
る
学
僧
、
敬
首
（
一
六
八
三
～

一
七
四
八
）
の
『
円
戒
念
仏
一
致
章
破
文
』（
一
七
三
八
）
で
あ
る）

11
（

。
本
書
は
『
円
戒
念
仏
一
致
章
』
の
主
張
を
、
破
戒
を
正
当
化
す
る

た
め
の
論
理
に
過
ぎ
な
い
と
断
じ
て
、「
円
戒
念
仏
一
致
の
義
」
に
対
す
る
教
義
的
な
批
判
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
展
開
さ
れ
る
肉
食
妻

帯
等
の
真
宗
の
宗
風
に
対
し
て
批
判
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
論
争
は
深
川
氏
が
取
り
上
げ
て
い
な
い
が
、真
宗
側
が
発
端
と
な
っ
た
と
論
争
で
あ
る
と
明
確
に
指
摘
で
き
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

２
―
５
／
⑤
『
茶
店
問
答
』
を
め
ぐ
る
論
争
に
つ
い
て

さ
ら
に
こ
ち
ら
も
深
川
氏
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
真
宗
側
に
端
を
発
す
る
論
争
で
あ
る
。

真
宗
の
秀
円）

17
（

は
明
和
五
（
一
七
六
八
）
年
に
『
茶
店
問
答
』
を
著
し
、
茶
店
を
舞
台
に
尼
僧
と
女
性
客
の
問
答
に
仮
託
し
て
真
宗
の
教

義
宗
風
に
関
す
る
二
九
の
問
答
を
設
け
た
。
そ
れ
に
対
し
て
浄
土
宗
の
普
済
道
人）

11
（

が
安
永
八
（
一
七
七
九
）
年
に
『
茶
店
問
答
弁
訛
』
を

著
し
て
反
駁
を
行
っ
て
い
る
。

先
述
の
通
り
深
川
氏
は
こ
の
論
争
に
つ
い
て
、「
平
易
に
真
宗
を
説
く
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
て
、
も
と
も
と
浄
土
宗
を
論
難
す
る
意
図

は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
」
と
評
し
て
い
る
。
確
か
に
『
茶
店
問
答
』
は
『
真
宗
流
義
問
答
』
等
か
ら
の
抄
出
が
多
く
見
ら
れ
、
そ
れ
ら

一
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を
平
易
な
表
現
に
改
め
た
い
わ
ば
入
門
書
的
な
特
色
の
強
い
書
物
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
書
物
に
対
し
て
浄
土
宗
側
の『
茶
店
問
答
弁
訛
』

が
批
判
の
矛
先
を
向
け
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
反
駁
書
『
茶
店
問
答
弁
訛
刮
』
が
次
の
よ
う
に
批
難
す
る
。

又
其
弁
訛
ヲ
書
ケ
ル
者
ノ
。
先
ツ
度
量
ノ
狭
小
ナ
ル
ヲ
謂
ハ
。
今
家
ニ
梓
行
シ
テ
世
ニ
広
布
ス
ル
。
漢
文
和
語
ノ
抄
物
数
十
部
ア
ル

ヲ
ハ
閣
テ
。
中
ニ
モ
茶
店
ノ
茶
話
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
探
リ
―
中
略
―
吾
真
宗
ヲ
折
伏
セ
ン
ト
ハ
。
猶
シ
蛍
火
ヲ
仮
テ
金
剛
ヲ
銷
セ
ン
ト
欲

ス
ル
ガ
如
シ）

19
（

。

す
な
わ
ち
「
真
宗
に
論
難
を
行
う
た
め
に
あ
え
て
『
茶
店
問
答
』
の
よ
う
な
書
物
を
選
ん
で
批
判
を
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う

指
摘
で
あ
る
。
事
実
が
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
深
川
氏
の
主
張
も
肯
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
拙
稿
に
お
い
て
、『
茶
店
問
答
』
に
お
け
る
他
書
か
ら
の
抄
出
で
は
な
い
、
独
自
の
主
張
に
つ
い
て
考
察
す
る
中
で
、
本
書
が

浄
土
宗
の
教
義
を
「
諸
行
本
願
」
と
評
し
、
法
然
の
教
え
に
背
く
も
の
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
点
に
注
目
し
た）

41
（

。『
茶
店
問
答
』
の
主

な
抄
出
元
で
あ
る
『
真
宗
流
義
問
答
』
は
浄
土
宗
も
、
真
宗
も
、
西
山
派
も
、
全
て
法
然
の
弟
子
が
開
い
た
宗
派
で
あ
る
と
し
て
同
列
的

に
扱
う
一
方
で
、
同
じ
法
然
の
弟
子
で
あ
っ
て
も
成
覚
房
幸
西
の
一
念
義
や
、
覚
明
房
長
西
の
諸
行
本
願
義
は
邪
義
で
あ
る
と
断
じ
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
『
茶
店
問
答
』
は
、
浄
土
宗
を
諸
行
本
願
の
邪
義
で
あ
る
と
し
、
真
宗
こ
そ
が
法
然
の
正
意
を
継
承
す
る
唯
一
の
宗

派
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る）

41
（

。

こ
れ
は
ま
さ
し
く
論
難
と
言
う
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
に
対
し
て
浄
土
宗
側
か
ら
反
駁
が
行
わ
れ
る
の
は
必
然
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。

２
―
６
／
⑥
「
宗
名
論
争
」、
⑦
「
大
日
比
宗
論
」

こ
の
二
つ
の
論
争
は
近
世
論
争
に
お
い
て
も
特
に
大
規
模
な
も
の
で
あ
り
、
紙
数
の
都
合
上
詳
し
く
は
別
稿
に
て
改
め
て
論
じ
た
い
。

た
だ
し
本
稿
考
察
に
関
す
る
こ
と
の
み
簡
潔
に
記
し
て
お
く
。

「
宗
名
論
争）

42
（

」
は
、
安
永
三
（
一
七
七
四
）
年
に
東
西
本
願
寺
か
ら
寺
社
奉
行
に
対
し
「
一
向
宗
」
の
名
を
改
め
「
浄
土
真
宗
」
と
い

一
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う
公
称
を
願
い
出
る
『
口
上
書
』
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
。
寺
社
奉
行
は
、
寛
永
寺
と
増
上
寺
に
対
し
そ
の
可

否
を
問
い
、
浄
土
宗
の
増
上
寺
は
『
故
障
書
』
を
提
出
し
、「
真
」
の
一
字
に
よ
る
両
宗
の
混
同
や
真
偽
論
争
の
危
険
性
な
ど
を
理
由
に

不
可
と
答
申
し
た
。
し
か
し
そ
の
後
も
決
着
は
着
か
ず
浄
土
宗
、
一
向
宗
（
真
宗
）
と
も
に
「
我
が
宗
こ
そ
が
浄
土
真
宗
で
あ
る
」
と
い

う
主
張
を
繰
り
返
し
、
幕
府
に
よ
る
沙
汰
に
よ
っ
て
論
争
が
沈
静
化
す
る
ま
で
十
五
年
の
歳
月
を
費
や
す
こ
と
と
な
っ
た
。
深
川
氏
は
論

考
に
お
い
て
、
こ
の
「
宗
名
論
争
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
論
争
の
発
端
と
な
っ
た
も
の
を
論
じ
る
際
に
何
故
か
こ
れ
を

除
い
て
い
る）

41
（

。「
宗
名
論
争
」
は
ど
う
見
て
も
明
ら
か
に
真
宗
側
が
提
出
し
た
『
口
上
書
』
が
論
争
の
発
端
と
な
っ
て
お
り
、
真
宗
側
に

端
を
発
す
る
論
争
に
数
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
大
日
比
宗
論）

44
（

」
は
長
州
大
日
比
（
現
・
山
口
県
）
の
地
を
中
心
に
行
わ
れ
た
論
争
で
あ
る
。
発
端
は
大
日
比
三
師
の
一
人
、
浄
土
宗

の
法
岸
の
著
作
に
対
し
、文
化
八
（
一
八
一
一
年
）
年
、真
宗
門
徒
の
中
野
玄
蔵
が
真
宗
義
を
も
っ
て
書
状
で
批
判
を
行
っ
た
こ
と
が
き
っ

か
け
で
あ
る
。
法
岸
は
玄
蔵
に
対
し
反
論
を
行
わ
な
い
ま
ま
翌
年
寂
し
た
。
し
か
し
玄
蔵
は
反
駁
が
な
い
こ
と
を
誇
っ
て
、
周
り
に
吹
聴

し
た
た
め
、
文
化
一
二
（
一
八
一
五
）
年
に
弟
子
の
法
州
が
師
に
代
わ
っ
て
『
正
邪
不
可
会
弁
』
を
著
し
玄
蔵
へ
反
駁
を
行
っ
た
。
そ
の

後
も
両
者
間
で
往
復
が
あ
っ
た
ほ
か
、
真
宗
側
の
清
珠
、
潮
音
、
常
音
、
観
道
な
ど
と
い
っ
た
学
僧
も
巻
き
込
ん
だ
論
争
へ
と
展
開
さ
れ

て
い
く
こ
と
と
な
る
。

深
川
氏
は
こ
の
「
大
日
比
宗
論
」
に
つ
い
て
法
州
に
よ
る
『
正
邪
不
可
会
弁
』
が
論
争
の
発
端
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る）

45
（

。
し
か
し
経
緯

を
見
る
限
り
初
め
に
論
難
を
行
っ
た
の
は
真
宗
側
の
玄
蔵
で
あ
り
法
州
は
そ
れ
に
反
駁
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
深
川
氏
の
指
摘

は
適
切
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る）

41
（

。
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３
／
各
論
争
の
発
端
に
つ
い
て
の
再
整
理

前
節
に
お
け
る
私
考
を
ま
と
め
る
と
次
の
通
り
に
な
る
。

①
『
聖
徳
太
子
日
本
国
未
来
記
』
…
…
作
者
を
浄
土
宗
と
断
定
す
る
根
拠
は
な
い
。

②
『
親
鸞
邪
義
決
』
…
…
作
者
は
西
山
派
で
あ
る
と
い
う
の
が
当
時
の
真
宗
側
の
認
識
で
あ
る
。

③
『
翼
賛
遺
事
』
…
…
浄
土
宗
側
に
端
を
発
す
る
論
争
と
す
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。

④
『
円
戒
念
仏
一
致
章
』
…
…
先
行
研
究
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
真
宗
側
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
る
。

⑤
『
茶
店
問
答
』
…
…
浄
土
宗
側
に
対
す
る
明
ら
か
な
論
難
が
行
わ
れ
て
お
り
、
真
宗
側
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
る
。

⑥
「
宗
名
論
争
」
…
…
両
本
願
寺
提
出
の
『
口
上
書
』
を
論
争
の
発
端
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

⑦
「
大
日
比
宗
論
」
…
…
真
宗
門
徒
・
中
野
玄
蔵
の
批
判
を
論
争
の
発
端
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。（
た
だ
し
、
要
検
討）

47
（

）

《
論
争
の
発
端
》

浄
土
宗
側

③
『
翼
賛
遺
事
』

真
宗
側

④
『
円
戒
念
仏
一
致
章
』、
⑤
『
茶
店
問
答
』、
⑥
「
宗
名
論
争
」

要
検
討

①
『
聖
徳
太
子
日
本
国
未
来
記
』（
作
者
不
明
）、
②
『
親
鸞
邪
義
決
』（
西
山
派
か
）、
⑦
「
大
日
比
宗
論
」

各
論
争
の
内
容
や
発
生
過
程
を
再
検
討
し
て
み
る
と
、明
ら
か
に
浄
土
宗
側
が
発
端
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
論
争
は
③
『
翼
賛
遺
事
』

一
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の
み
で
あ
り
、
む
し
ろ
深
川
氏
の
主
張
と
は
逆
に
真
宗
側
に
そ
の
発
端
が
求
め
ら
れ
る
も
の
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
仮
に
要
検
討
と
し

た
三
つ
の
論
争
が
浄
土
宗
側
に
原
因
が
求
め
ら
れ
る
も
の
だ
と
し
て
も
、
比
率
的
に
は
同
程
度
で
あ
り
、
深
川
氏
の
い
う
よ
う
に
「
真
宗

と
浄
土
宗
の
宗
論
の
ほ
と
ん
ど
は
、
浄
土
宗
か
ら
起
こ
さ
れ
て
い
る
」
と
は
到
底
い
え
な
い
。
そ
も
そ
も
深
川
氏
の
主
張
は
、
論
争
の
原

因
を
半
ば
強
引
に
浄
土
宗
側
に
求
め
る
だ
け
で
は
な
く
、『
選
択
集
文
前
講
義
』『
挫
僻
打
摩
編
』『
吉
水
清
濁
弁
』
な
ど
も
論
争
の
発
端

と
な
っ
た
書
物
と
し
て
提
示
し
て
い
る
点
も
問
題
で
あ
る
。
確
か
に
こ
の
三
書
は
真
宗
批
判
を
行
っ
て
い
る
書
物
で
あ
る
が
、
近
世
に
お

い
て
真
宗
側
か
ら
は
反
駁
は
行
わ
れ
ず
論
争
へ
は
展
開
し
て
い
な
い
。
論
争
へ
発
展
し
て
い
な
い
単
な
る
批
判
書
も
提
示
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
浄
土
宗
側
だ
け
で
は
な
く
真
宗
側
の
も
の
も
提
示
し
な
け
れ
ば
公
正
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
深
川
氏
の
主
張
は
、
あ
た
か
も
浄
土

宗
側
を
一
方
的
な
論
難
者
と
決
め
つ
け
る
よ
う
な
恣
意
的
な
解
釈
が
伺
え
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

小
結
／

以
上
、
各
論
争
の
内
容
や
発
生
過
程
を
再
検
討
し
て
み
る
と
、
明
ら
か
に
真
宗
が
発
端
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
に
も
関
わ
ら
ず
、

こ
れ
ま
で
「
論
争
の
発
生
原
因
の
ほ
と
ん
ど
が
浄
土
宗
側
に
よ
る
論
難
で
あ
る
」
と
い
う
説
が
無
批
判
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
。

こ
れ
は
近
世
論
争
研
究
に
対
す
る
関
心
の
薄
さ
を
表
す
証
左
で
も
あ
る
と
同
時
に
、
近
世
期
に
お
け
る
浄
土
宗
・
真
宗
の
関
係
性
が
あ

る
種
の
印
象
論
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
も
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
江
戸
期
に
お
い
て
将
軍
家
の
帰
依
を
受
け
幕
府
の
庇
護
下
に
あ
っ
た
と
も
言
え
る
浄
土
宗
教
団
と
、
中
世
か
ら
近
世
を
通

じ
て
公
権
力
に
対
し
自
治
性
を
強
く
貫
い
て
き
た
真
宗
教
団
と
い
う
両
宗
の
対
比
は
「
体
制
側
」
と
「
非
体
制
側
」
と
い
っ
た
よ
う
な
構

図
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
「
浄
土
宗
に
よ
る
真
宗
へ
の
一
方
的
な
論
難
」、
言
い
換
え
れ
ば
「
体
制
側
に
よ

る
非
体
制
側
の
弾
圧
」
と
で
も
い
う
よ
う
な
平
易
か
つ
明
快
な
先
入
観
を
作
り
上
げ
、
自
明
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
て
し
ま
っ
た

一
五
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の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
後
も
近
世
論
争
史
の
研
究
を
通
じ
て
、
江
戸
期
に
お
け
る
両
宗
派
間
の
関
係
性
の
実
体
を
明
ら
か
に
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。　

註
（1）
本
稿
で
は
特
に
断
り
の
な
い
場
合
、
聖
光
房
弁
長
を
派
祖
と
す
る
鎮
西
派
教
団
を
指
す
。

（2）
近
世
当
時
の
公
称
は
「
一
向
宗
」
で
あ
る
が
本
稿
で
は
真
宗
と
表
記
す
る
。
ま
た
特
に
断
り
の
な
い
場
合
、
東
西
本
願
寺
派
の
総
称

と
し
て
用
い
る
。

（1）
各
論
争
に
関
す
る
個
別
的
研
究
に
つ
い
て
は
前
田
壽
雄
氏
「『
親
鸞
邪
義
決
之
虚
偽
決
』
の
研
究
」（『
龍
谷
教
学
』

四
〇
、二
〇
〇
五
）、
上
野
大
輔
氏
「
長
州
大
日
比
宗
論
の
展
開
」（『
日
本
史
研
究
』
五
六
二
、二
〇
〇
九
）、
引
野
亨
輔
氏
「
近
世
仏

教
に
お
け
る
「
宗
祖
」
の
か
た
ち
―
―
浄
土
宗
と
真
宗
の
宗
論
を
事
例
と
し
て
―
―
」（『
日
本
歴
史
』
七
五
六
、二
〇
一
一
）、
拙
稿

「『
茶
店
問
答
』
と
『
茶
店
問
答
弁
訛
』
に
つ
い
て
―
江
戸
期
に
お
け
る
浄
土
宗
と
真
宗
の
論
争
に
お
け
る
一
考
察
―
」（『
浄
土
学
』

五
三
、二
〇
一
六
）、
拙
稿
「『
円
戒
念
仏
一
致
章
并
一
念
義
両
破
文
』
に
つ
い
て
」（『
浄
土
学
』
五
五
掲
載
予
定
、
二
〇
一
八
）
等

が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
論
争
史
全
体
を
取
り
扱
う
研
究
の
み
を
取
り
上
げ
る
。

（4）
杉
紫
朗
氏
「
真
宗
対
浄
土
宗
宗
論
史
の
梗
概
」（『
六
條
学
報
』
一
二
〇
～
一
二
二
号
、
一
九
一
一
）

（5）
結
城
令
聞
氏
『
浄
土
思
想　

結
城
令
聞
著
作
選
集
』（
春
秋
社
、
二
〇
〇
〇
、
収
録
）

（1）
坪
井
俊
映
氏
『
法
然
浄
土
教
の
研
究
』（
隆
文
館
、
一
九
八
二
、
収
録
）

（7）
深
川
宣
暢
氏
「
親
鸞
思
想
批
判
論
の
研
究
―
―
『
教
行
信
証
破
壊
論
』
の
考
察
―
―
」（『
真
宗
学
』
九
一
～
九
二
頁
）。

（1）
深
川
宣
暢
氏
「
真
宗
に
お
け
る
宗
論
の
研
究
―
浄
土
宗
と
の
諍
論
―
」（『
真
宗
研
究
』
四
二
、一
九
九
七
）

（9）
坪
井
俊
映
氏
『
法
然
浄
土
教
の
研
究
』
六
六
八
頁
。

（11）
深
川
宣
暢
氏
「
真
宗
に
お
け
る
宗
論
の
研
究
―
浄
土
宗
と
の
諍
論
―
」（『
真
宗
研
究
』
四
二
、八
〇
頁
）。

一
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（11）
深
川
宣
暢
氏
「
真
宗
に
お
け
る
宗
論
の
研
究
―
浄
土
宗
と
の
諍
論
―
」（『
真
宗
研
究
』
四
二
、七
一
～
二
頁
）。

（12）
慶
安
元
年
刊
『
聖
徳
太
子
日
本
国
未
来
記
』（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
）
七
丁
表
、
裏
。

（11）
天
正
七
（
一
五
七
九
）
年
、
安
土
浄
厳
院
で
行
わ
れ
た
浄
土
宗
と
日
蓮
宗
の
宗
論
。

（14）
慶
長
一
三
（
一
六
〇
八
）
年
、
江
戸
城
に
て
行
わ
れ
た
浄
土
宗
と
日
蓮
宗
の
宗
論
。

（15）
杉
紫
郎
氏
も
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。「
其
の
真
の
著
者
と
其
年
代
と
は
詳
か
な
ら
ず
、
さ
れ
と
も
時
宗
、
日
蓮
宗
、
真
宗
を
並
へ

破
し
浄
土
宗
門
の
興
繁
を
讃
嘆
す
る
よ
り
見
れ
は
或
は
浄
土
宗
徒
の
手
に
成
れ
る
も
の
な
る
べ
し
」（
杉
紫
朗
氏
「
真
宗
対
浄
土
宗
々

論
史
梗
概
（
続
）」（『
六
條
学
報
』
一
二
一
、七
頁
）。

（11）
慶
安
元
年
刊
『
聖
徳
太
子
日
本
国
未
来
記
』（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
）
三
丁
表
。

（17）
慶
安
元
年
刊
『
聖
徳
太
子
日
本
国
未
来
記
』（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
）
五
丁
表
、
裏
。

（11）
慶
安
元
年
刊
『
聖
徳
太
子
日
本
国
未
来
記
』（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
）
七
丁
裏
。

（19）
『
浄
土
宗
全
書
』
一
七
、二
〇
二
頁
。

（21）
親
鸞
の
法
名
は
一
般
的
に
は
「
善
信
」
で
あ
る
。

（21）
『
真
宗
全
書
』
五
九
、二
頁
。

（22）
『
親
鸞
邪
義
決
之
虚
偽
決
』
の
署
名
に
は
「
帰
郷
子
」
と
あ
る
が
、『
真
宗
流
義
問
答
』
で
は
そ
の
著
者
を
「
玄
覚
坊
」
で
あ
る
と

し
て
い
る
。

（21）
帰
郷
子
と
同
じ
く
匿
名
か
。
詳
細
不
明
。

（24）
帰
郷
子
、
市
隠
子
と
同
じ
く
匿
名
か
。『
真
宗
全
書
』
五
九
「
解
題
」
に
は
、
書
肆
録
に
よ
る
と
敬
信
と
い
う
人
物
で
あ
る
と
さ
れ

る
が
詳
細
は
不
明
。

（25）
『
真
宗
全
書
』
五
九
、二
二
頁
。

（21）
『
真
宗
全
書
』
五
九
、二
頁
。

一
七
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一
八

（27）
『
真
宗
全
書
』
五
九
、四
〇
頁
。

（21）
『
真
宗
全
書
』
五
九
、三
九
～
四
二
頁
。

（29）
『
日
仏
全
』
九
六
、一
九
〇
頁
。

（11）
た
だ
し
、『
聖
徳
太
子
日
本
国
未
来
記
』
に
お
い
て
批
判
さ
れ
る
「
真
宗
の
破
戒
」、『
親
鸞
邪
義
決
』
に
お
い
て
批
判
さ
れ
る
「
親

鸞
と
一
念
義
と
の
関
係
性
」
と
い
う
二
つ
の
問
題
は
以
後
も
近
世
の
論
争
に
お
い
て
一
貫
し
た
主
題
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
た

と
え
両
論
争
が
鎮
西
派
教
団
と
無
関
係
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
重
要
な
価
値
を
有
す
る
論
争
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

（11）
出
版
年
は
、
跋
文
に
よ
れ
ば
義
山
没
後
の
享
保
一
四
（
一
七
二
九
）
年
で
あ
る
。

（12）
『
浄
土
宗
全
書
』
一
六
、九
六
六
～
七
頁
。

（11）
『
真
宗
全
書
』
六
二
。

（14）
『
円
戒
念
仏
一
致
章
』
奥
書
に
「
延
浄
寺
在
住
祐
應
」
と
あ
る
が
詳
細
不
明
。

（15）
福
原
隆
善
氏
「
江
戸
中
期
の
念
仏
論
争
」（『
浄
土
宗
学
研
究
』
六
、一
九
七
一
）
参
考
。

（11）
た
だ
し
本
書
は
著
者
、
成
立
年
、
内
容
に
関
し
て
多
く
の
問
題
を
有
し
て
い
る
。
詳
し
く
は
拙
稿
「『
円
戒
念
仏
一
致
章
并
一
念
義

両
破
文
』
に
つ
い
て
」（『
浄
土
学
』
五
五
号
掲
載
予
定
）
参
照
。

（17）
詳
細
不
明
。

（11）
詳
細
不
明
。
大
正
大
学
蔵
写
本
で
は
作
者
は
「
孤
立
道
人
」
と
な
っ
て
お
り
、
江
戸
深
川
本
誓
寺
に
逗
留
の
際
に
執
筆
し
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。
浄
土
宗
の
学
僧
の
一
人
、
大
我
（
一
七
〇
九
～
一
七
八
二
）
も
「
孤
立
道
人
」
を
名
乗
っ
て
お
り
晩
年
は
江
戸
に

滞
在
し
て
い
た
た
め
関
連
性
が
考
え
ら
れ
る
。

（19）
寂
有
『
茶
店
問
答
弁
訛
刮
』（『
真
宗
全
書
』
五
九
、一
五
一
頁
）。

（41）
拙
稿「『
茶
店
問
答
』と『
茶
店
問
答
弁
訛
』に
つ
い
て
―
江
戸
期
に
お
け
る
浄
土
宗
と
真
宗
の
論
争
に
お
け
る
一
考
察
―
」（『
浄
土
学
』

五
三
、二
〇
一
六
）
参
照
。
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一
九

（41）
『
茶
店
問
答
』
に
つ
い
て
は
引
野
亨
輔
氏
に
よ
る
研
究
も
あ
り
、
氏
は
『
茶
店
問
答
』
の
用
い
る
「
自
余
ノ
浄
土
宗
」
と
い
う
表
現

に
注
目
し
、
真
宗
の
み
を
別
格
化
す
る
本
書
の
主
張
は
浄
土
宗
か
ら
の
反
駁
を
や
は
り
必
然
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い

る
。（
引
野
亨
輔
氏
「
近
世
仏
教
に
お
け
る
「
宗
祖
」
の
か
た
ち
―
―
浄
土
宗
と
真
宗
の
宗
論
を
事
例
と
し
て
―
―
」『
日
本
歴
史
』

七
五
六
、七
八
頁
））。

（42）
「
宗
名
論
争
」
の
詳
し
い
経
緯
に
つ
い
て
は
坪
井
氏
、
深
川
氏
先
掲
論
文
や
、
辻
善
之
助
氏
『
日
本
仏
教
史
』
九
、
近
世
篇
之
三
な

ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（41）
深
川
氏
は
「
宗
名
論
争
」
に
関
し
て
は
「
親
鸞
思
想
批
判
論
の
研
究
―
―
『
教
行
信
証
破
壊
論
』
の
考
察
―
―
」（
一
九
九
五
）
の

方
で
詳
し
く
考
察
し
て
お
り
、論
争
の
発
端
に
つ
い
て
論
じ
た
「
真
宗
に
お
け
る
宗
論
の
研
究
―
浄
土
宗
と
の
諍
論
―
」（
一
九
九
七
）

で
は
軽
く
触
れ
る
の
み
で
あ
る
。

（44）
「
大
日
比
宗
論
」
に
つ
い
て
は
上
野
大
輔
氏
「
長
州
大
日
比
宗
論
の
展
開
―
―
近
世
後
期
に
お
け
る
宗
教
的
対
立
の
様
相
―
―
」（『
日

本
史
研
究
』
五
六
二
号
、
二
〇
〇
九
年
）
が
詳
し
い
。

（45）
深
川
宣
暢
氏
「
真
宗
に
お
け
る
宗
論
の
研
究
―
浄
土
宗
と
の
諍
論
―
」（『
真
宗
研
究
』
四
二
、七
六
～
七
八
頁
）。

（41）
「
大
日
比
宗
論
」
に
つ
い
て
は
上
野
大
輔
氏
が
言
及
し
て
い
る
通
り
、
法
州
の
師
・
法
岸
の
日
頃
の
布
教
に
論
争
の
淵
源
が
あ
る
と

見
做
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
も
受
け
る
で
あ
ろ
う
が
、
本
稿
は
あ
く
ま
で
も
江
戸
期
論
争
に
お
い
て
半
ば
定
説
と
し
て
受

け
入
れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
、
深
川
氏
の
論
争
史
観
に
対
す
る
反
証
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
大
日
比
宗
論
の
発
生
原
因
を
法
州
に
求
め

る
の
は
明
ら
か
な
誤
り
で
あ
ろ
う
。

（47）
同
右
。


